
法人（単独）・コンソーシアム幹事社・コンソーシアム構成員（法人）の必要書類です。
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納税証明書（その１納税額等証明用
）又は（その２所得金額用）であるこ
と

申請時点で取得できる直近分
であること

税務署が発行していること

税目が法人税であること

※消費税等は認められません。

イメージ

２－５ 納税証明書（法人）の注意点

IT導入支援事業者登録の手引き

法人(単独) コンソーシアム(幹事社) コンソーシアム(構成員)

目次に戻る

提出にあたっては以下の要件を全て満たしていることをご確認ください。

納税証明書（その１納税額等証明用）又は（その２所得金額用）であること

※（その３）（その４）や領収書等は認められません。
税目が法人税であること ※消費税等は認められません。

直近分であること ※申請時点で取得できる直近分に限ります。

発行元が税務署であること

• 上記に該当しない項目がある場合、有効な書類と認められません。

※電子納税証明書の場合は、交付請求時にPDF形式にて発行されたフォーマットのみ有効です。

XML形式で発行された納税証明データシート等は認められません。

※連結納税制度を適用している場合、「連結納税の承認の申請書(初葉)」及び「連結納税の承認

の申請書(次葉)」の両資料を併せてご提出ください。


